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(57)【要約】
【課題】駆動電圧についての誤った判断により、超音波
送波が停止することなく、超音波の送波を行うことが可
能となる超音波診断装置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置１は、設定情報に対応する
最大電圧閾値を記憶する記憶部２２と、駆動電圧と最大
電圧閾値を比較し、比較結果を出力する電圧比較部２４
と、入力された前記設定情報に基づいて、駆動電圧を送
信用電源２５に設定しかつ記憶部２２から対応する最大
電圧閾値を読み出し電圧比較部２４に設定する制御部２
３とを有する。制御部２３は、設定情報が変更されたと
き、所定の時間、超音波信号送受信部２６に超音波の送
波を禁止するゲート信号を出力するとともに、所定の時
間経過後に、電圧比較部２４からの比較結果に基づいて
、駆動電圧が最大電圧閾値より低いと判定した場合、超
音波信号送受信部２６に超音波の送波を許可するゲート
信号を送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検部位に対して超音波を送波し、前記超音波の反射波をエコー信号として受信し、受
信した前記エコー信号を電気信号に変換する超音波振動子を有する超音波プローブまたは
超音波内視鏡を接続可能な超音波診断装置であって、
　前記超音波振動子に駆動パルスを送信するとともに、前記電気信号に変換された前記エ
コー信号を受信する超音波信号送受信部と、
　設定情報に対応する最大電圧閾値を記憶する記憶部と、
　前記超音波信号送受信部に、駆動電圧を印加する送信用電源と、
　前記駆動電圧と前記最大電圧閾値を比較し、比較結果を出力する電圧比較部と、
　入力された前記設定情報に基づいて、前記駆動電圧を前記送信用電源に設定しかつ前記
記憶部から対応する前記最大電圧閾値を読み出し電圧比較部に設定するとともに、前記超
音波信号送受信部に送信用パラメータ及び超音波の送波を許可または禁止するゲート信号
を出力する制御部と、
を有し、
　前記制御部は、前記設定情報が変更されたとき、変更された前記設定情報に応じた前記
最大電圧閾値を前記記憶部から読み出し、前記電圧比較部に設定するとともに、変更され
た前記設定情報に応じた駆動電圧を前記送信用電源に設定し、かつ、所定の時間、前記超
音波信号送受信部に前記超音波の送波を禁止するゲート信号を出力するとともに、前記所
定の時間経過後に、前記電圧比較部からの前記比較結果に基づいて、前記駆動電圧が前記
最大電圧閾値より低いと判定した場合、前記超音波信号送受信部に前記超音波の送波を許
可するゲート信号を送信し、前記超音波の送波を再開することを特徴とする超音波診断装
置。
【請求項２】
　被検部位に対して超音波を送波し、前記超音波の反射波をエコー信号として受信し、受
信した前記エコー信号を電気信号に変換する超音波振動子を有する超音波プローブまたは
超音波内視鏡を接続可能な超音波診断装置であって、
　前記超音波振動子に駆動パルスを送信するとともに、前記電気信号に変換された前記エ
コー信号を受信する超音波信号送受信部と、
　設定情報に対応する最大電圧閾値を記憶する記憶部と、
　前記超音波信号送受信部に、駆動電圧を印加する送信用電源と、
　前記駆動電圧と前記最大電圧閾値を比較し、比較結果を出力する電圧比較部と、
　入力された前記設定情報に基づいて、前記駆動電圧を前記送信用電源に設定しかつ前記
記憶部から対応する前記最大電圧閾値を読み出し電圧比較部に設定するとともに、前記超
音波信号送受信部に送信用パラメータ及び超音波の送波を許可または禁止するゲート信号
を出力する制御部と、
を有し、
　前記制御部は、前記設定情報が変更されたとき、変更された前記設定情報に応じた前記
最大電圧閾値を前記記憶部から読み出し、前記電圧比較部に設定するとともに、変更され
た前記設定情報に応じた駆動電圧を前記送信用電源に設定し、かつ、前記超音波信号送受
信部に前記超音波の送波を許可するゲート信号を出力するとともに、所定の時間、前記電
圧比較部による、前記駆動電圧と前記最大電圧閾値の比較を停止し、前記所定の時間経過
後に、前記電圧比較部による、前記駆動電圧と前記最大電圧閾値との比較を再開し、前記
電圧比較部からの前記比較結果に基づいて、前記駆動電圧が前記最大電圧閾値より高いと
判断した場合、前記超音波信号送受信部に、前記超音波の送波を禁止するゲート信号を送
信し、前記超音波の送波を禁止することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、前記超音波プローブまたは前記超音波内視鏡の超音波振動子情報及び前
記設定情報に対応して設定された前記最大電圧閾値を記憶することを特徴とする請求項１
または請求項２に記載の超音波診断装置。
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【請求項４】
　前記制御部は、前記超音波振動子情報が変更されたとき、前記超音波振動子情報及び前
記設定情報に対応する前記最大電圧閾値を前記記憶部から読み出し、前記電圧比較部に設
定することを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記所定の時間は、前記送信用電源の駆動電圧が変更され、前記超音波信号送受信部に
変更された前記駆動電圧を印加する際に、変更された前記駆動電圧を印加してから、変更
された前記駆動電圧が安定するまでの時間であることを特徴とする請求項１から請求項４
のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記所定の時間は、前記記憶部に記憶され、前記超音波振動子情報あるいは前記設定情
報に応じて異なることを特徴とする請求項３から請求項５のいずれか１項に記載の超音波
診断装置。
【請求項７】
　前記電圧比較部は、前記超音波の送波を再開した後、所定の間隔で前記駆動電圧と前記
最大電圧閾値を比較することを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の
超音波診断装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記電圧比較部からの前記比較結果に基づいて、前記駆動電圧が前記最
大電圧閾値より高いと判定した場合、前記超音波信号送受信部に前記超音波の送波を禁止
するゲート信号を送信し、前記超音波の送波を再開しないことを特徴とする請求項１から
請求項７のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記駆動電圧が前記最大電圧閾値より高いと判定した場合、前記超音波
の送波を停止することを示すメッセージを表示させるためのデータを、モニタに出力する
ことを特徴とする請求項８に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、設定情報が変更されたときに、所定の時間、
超音波の送波を禁止する超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検部位に超音波を照射し、そのエコー信号から被検部位の状態の診断を行う超
音波診断装置が用いられている。一般に、超音波診断装置は、制御部と、制御部からの電
圧情報により駆動電圧を発生する送信用電源と、被検部位に対して超音波を送受波するた
めの超音波振動子と、超音波振動子に駆動パルスを与える超音波信号送受信部と、超音波
振動子で受信したエコー信号を受波処理する信号処理部とを有している。この超音波信号
送受信部は、診断モードを含む診断設定内容によりソフトウェアまたはハードウェアで設
定された制御部からの波連数、送波フォーカス位置及び超音波振動子面積等のパラメータ
と、送信トリガと、駆動電圧とにより駆動パルスを発生する駆動パルス発生回路を含んで
構成されている。
【０００３】
　このような超音波診断装置は、パワーの強い超音波を生体内に送波し続けた場合、生体
においてキャビテーションが発生するあるいは超音波振動子の故障につながる虞があるた
め、必要以上に強いパワーの超音波を送波しないように、超音波のパワーを調整している
。
【０００４】
　この超音波のパワーは、駆動電圧と、送信トリガの周期と、超音波振動子面積、送波フ
ォーカス及び波連数等のパラメータとの条件によって決定される。そのため、従来、この
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ような超音波診断装置は、ソフトウェアまたはハードウェアにより設定されたパラメータ
値を駆動パルス発生回路に与える際に、照射される超音波のパワーを制限するように各パ
ラメータを設定している。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、駆動電圧が所定の閾値より下がった場合には、電圧源の切り
換えを制御する超音波診断装置が提案されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、送信間隔とパラメータにより基準電圧を発生する基準電圧発生
手段と、超音波の駆動電圧を発生する送信電圧発生手段と、前記駆動電圧と前記基準電圧
とを比較して、前記駆動電圧が前記基準電圧より高いとき、前記超音波の送信を禁止する
送信禁止手段とを備えた超音波診断装置が提案されている。
【０００７】
　このように、特許文献１及び２に提案されている超音波診断装置には、駆動電圧と所定
の閾値との比較を行い、電圧源を切り換える、あるいは、駆動電圧と基準電圧との比較を
行い、超音波の送波を禁止する等の制御を行う技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－１０１９９７号公報
【特許文献２】特開平６－１０５８４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来の技術では、駆動電圧の変更に伴い発生する電圧の過渡応答が考慮
されておらず、駆動電圧が変更される度に駆動電圧が所定の閾値を超えたと判断され、超
音波の送波が停止される場合がある。
【００１０】
　動作モードあるいは設定の変更により、駆動電圧が変更となることは頻繁にあり、その
たびに上記のような誤った判断がなされ超音波の送波が停止すると、診断を効率的に行え
ないとい問題があった。
【００１１】
　そこで、本発明は、駆動電圧についての誤った判断により、超音波送波が停止すること
なく、超音波の送波を行うことが可能となる超音波診断装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様によれば、被検部位に対して超音波を送波し、前記超音波の反射波をエ
コー信号として受信し、受信した前記エコー信号を電気信号に変換する超音波振動子を有
する超音波プローブまたは超音波内視鏡を接続可能な超音波診断装置であって、前記超音
波振動子に駆動パルスを送信するとともに、前記電気信号に変換された前記エコー信号を
受信する超音波信号送受信部と、設定情報に対応する最大電圧閾値を記憶する記憶部と、
前記超音波信号送受信部に、駆動電圧を印加する送信用電源と、前記駆動電圧と前記最大
電圧閾値を比較し、比較結果を出力する電圧比較部と、入力された前記設定情報に基づい
て、前記駆動電圧を前記送信用電源に設定しかつ前記記憶部から対応する前記最大電圧閾
値を読み出し電圧比較部に設定するとともに、前記超音波信号送受信部に送信用パラメー
タ及び超音波の送波を許可または禁止するゲート信号を出力する制御部とを有し、前記制
御部は、前記設定情報が変更されたとき、変更された前記設定情報に応じた前記最大電圧
閾値を前記記憶部から読み出し、前記電圧比較部に設定するとともに、変更された前記設
定情報に応じた駆動電圧を前記送信用電源に設定し、かつ、所定の時間、前記超音波信号
送受信部に前記超音波の送波を禁止するゲート信号を出力するとともに、前記所定の時間
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経過後に、前記電圧比較部からの前記比較結果に基づいて、前記駆動電圧が前記最大電圧
閾値より低いと判定した場合、前記超音波信号送受信部に前記超音波の送波を許可するゲ
ート信号を送信し、前記超音波の送波を再開することを特徴とする超音波診断装置を提供
することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の超音波診断装置によれば、駆動電圧についての誤った判断により、超音波送波
が停止することなく、超音波の送波を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施の形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック部である。
【図２】記憶部に記憶されているテーブルの例を説明するための説明図である。
【図３】ユーザI/Fの例を説明するための説明図である。
【図４】走査情報が変更されたときの過渡応答の例を説明するための説明図である。
【図５】超音波診断装置の動作の例を示すフローチャートである。
【図６】超音波診断装置の動作の例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。　
【００１６】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック部である。
【００１７】
　図１に示すように、超音波診断装置１は、本体装置１１と、超音波プローブ１２と、モ
ニタ１３とを有して構成されている。
【００１８】
　本体装置１１は、ユーザインターフェース（以下、ユーザI/Fという）２１と、記憶部
２２と、制御部２３と、電圧比較部２４と、送信用電源２５と、超音波信号送受信部２６
と、信号処理部２７とを有して構成されている。
【００１９】
　超音波プローブ１２は、内部に超音波振動子３１を有し、本体装置１１に着脱可能にな
っている。この超音波プローブ１２には、その種類毎に異なるプローブIDが割り振られて
いる。超音波振動子情報であるプローブIDは、所定のビット数を有するビット信号である
。超音波プローブ１２が本体装置１１に接続されると、制御部２３によってプローブID記
憶部（図示せず）からプローブIDが読み出され、接続された超音波プローブ１２の種類が
認識される。なお、本実施の形態では、超音波プローブ１２が本体装置１１に接続されて
いるが、超音波プローブ１２に代わり、超音波内視鏡が本体装置１１に接続されてもよい
。
【００２０】
　ユーザI/F２１は、走査情報及び駆動情報を含む設定情報を入力可能な入力部であり、
設定情報を制御部２３に出力する。走査情報は、白黒モードで断層画像を表示するB-モー
ド、血流の向きも表示するカラーフローモード及び血流の速さも表示するパワーフローモ
ード等のモード情報である。また、駆動情報は、送信周波数及び送信パワー等の情報であ
る。術者であるユーザがユーザI/F２１を操作することにより、設定された設定情報が制
御部２３に供給される。
【００２１】
　記憶部２２には、プローブID及び走査情報に対応する最大電圧閾値が、テーブル形式の
データとして保持されている。この最大電圧閾値は、プローブID及び走査情報に対応した
、予め定められた送信可能な最大電圧値である。
【００２２】
　制御部２３は、超音波プローブ１２が接続されると、その超音波プローブ１２のプロー
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ブIDを読み出す。また、制御部２３には、ユーザI/F２１を介して、設定情報が入力され
る。制御部２３は、プローブIDと設定情報とに基づいて、記憶部２２から対応する最大電
圧閾値を読み出し、読み出した最大電圧閾値を電圧比較部２４に設定する。
【００２３】
　また、制御部２３は、プローブIDと設定情報に基づく送信用パラメータ及び超音波の送
波の許可または不可を示すゲート信号を超音波信号送受信部２６に出力する。制御部２３
は、後述するように、超音波プローブ１２あるいは設定情報が変更された場合に、所定の
時間、超音波の送波の不可を示すゲート信号を超音波信号送受信部２６に出力する。送信
用パラメータは、超音波振動子面積、送波フォーカス、送信トリガの周期、波連数等であ
る。さらに、制御部２３は、プローブIDと設定情報に基づいて、駆動電圧を送信用電源２
５に設定する。
【００２４】
　送信用電源２５は、制御部２３によって設定された駆動電圧を電圧比較部２４及び超音
波信号送受信部２６に印加する。
【００２５】
　電圧比較部２４は、送信用電源２５からの駆動電圧と、制御部２３からの最大電圧閾値
とを比較し、比較結果を制御部２３に出力する。
【００２６】
　また、制御部２３は、ユーザI/F２１により設定情報、即ち、走査情報または送信パワ
ーが変更された場合、プローブIDと変更された設定情報とに応じた送信用パラメータを超
音波信号送受信部２６に出力し、かつプローブIDと変更された設定情報とに応じた駆動電
圧を送信用電源２５に設定する。さらに、制御部２３は、所定の時間、超音波の送波の不
可を示すゲート信号、言い換えると、超音波の送波を禁止するゲート信号を超音波信号送
受信部２６に出力すると共に、所定の時間、駆動電圧と最大電圧閾値との比較をOFFさせ
るための制御信号を電圧比較部２４に出力する。
【００２７】
　なお、制御部２３は、この制御信号を電圧比較部２４に出力しないようにしてもよい。
即ち、電圧比較部２４は、設定情報が変更された場合でも、駆動電圧と最大電圧閾値との
比較結果を制御部２３に出力するようにしてもよい。しかし、この場合は、制御部２３に
出力電圧比較制御部２３ａを設け、この出力電圧比較制御部２３ａが電圧比較部２４から
の比較結果にかかわらず、所定の時間、超音波の送波を禁止するゲート信号を超音波信号
送受信部２６に出力するように制御する。あるいは、電圧比較部２４の出力と制御部２３
の入力の間にスイッチ２８を設け、電圧比較部２４の出力が制御部２３に入力されないよ
うにする。
【００２８】
　電圧比較部２４は、制御部２３からの制御信号に基づいて、所定の時間経過した後、即
ち、駆動電圧が安定した後、駆動電圧と最大電圧閾値との比較を行い、比較結果を制御部
２３に出力する。
【００２９】
　制御部２３は、駆動電圧が最大電圧閾値より低い場合、超音波信号送受信部２６に超音
波の送波を許可するゲート信号を送信し、駆動電圧が最大電圧閾値より高い場合、超音波
信号送受信部２６に超音波の送波を禁止するゲート信号を送信する。また、制御部２３は
、駆動電圧が最大電圧閾値より高い場合、システムを停止、具体的には、超音波診断装置
１における超音波の送波を停止するとともに、システムを停止したあるいは異常が発生し
たことを示すメッセージを表示させるためのデータをモニタ１３に出力する。
【００３０】
　電圧比較部２４は、所定の時間経過した後も、例えば、所定の間隔において駆動電圧と
最大電圧閾値との比較を行い、比較結果を制御部２３に出力する。これは、所定の時間が
経過し、超音波の送波が開始された後に、異常が発生して駆動電圧が最大電圧閾値より高
くなることがあるためである。電圧比較部２４は、所定の時間経過した後も、駆動電圧が
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最大電圧閾値より高くなった場合、駆動電圧が最大電圧閾値より高くなったことを示す比
較結果を制御部２３に出力する。
【００３１】
　制御部２３は、この比較結果に基づいて、システムを停止するとともに、システムを停
止したあるいは異常が発生したことを示すメッセージを表示させるためのデータをモニタ
１３に出力する。この結果、ユーザは、検査中にシステムに異常が発生したことを認識す
ることができる。
【００３２】
　また、制御部２３は、超音波プローブ１２が変更された場合、ゲート信号を用いて、超
音波の送波を一端停止する。その後、設定情報が変更された場合と同様に、制御部２３は
、変更されたプローブIDと設定情報とに応じた送信用パラメータを超音波信号送受信部２
６に出力し、かつ変更されたプローブIDと設定情報とに応じた駆動電圧を送信用電源２５
に設定する。
【００３３】
　さらに、制御部２３は、所定の時間、超音波の送波を禁止するゲート信号を超音波信号
送受信部２６に出力すると共に、所定の時間、駆動電圧と最大電圧閾値との比較をOFFさ
せるための制御信号を電圧比較部２４に出力する。そして、所定の時間経過した後も、即
ち、駆動電圧が安定した後も、電圧比較部２４において、駆動電圧と最大電圧閾値との比
較が行われる。
【００３４】
　制御部２３は、電圧比較部２４の比較結果に基づいて、超音波の送波を許可または禁止
するゲート信号を超音波信号送受信部２６に出力する。また、制御部２３は、所定の時間
経過後も、電圧比較部２４からの比較結果に基づいて、このゲート信号を制御するととも
に、電圧比較部２４において駆動電圧が最大電圧閾値より高いと判定された場合、システ
ムを停止したあるいは異常が発生したことを示すメッセージを表示させるためのデータを
モニタ１３に出力する。
【００３５】
　超音波信号送受信部２６は、制御部２３からの送信用パラメータ及び送信用電源２５か
らの駆動電圧に基づいて、駆動パルスを生成し、生成した駆動パルスを超音波プローブ１
２の超音波振動子３１に送信する。また、超音波信号送受信部２６は、上述した制御部２
３からのゲート信号に基づいて、駆動パルスを送信あるいは停止する。超音波信号送受信
部２６は、超音波の送波を許可するゲート信号が入力された場合、超音波振動子３１に送
信し、駆動パルスを超音波の送波を禁止するゲート信号が入力され場合、駆動パルスの送
信を停止する。
【００３６】
　超音波振動子３１は、被検部位に対して超音波を送波させ、この超音波のエコー信号を
受信する。超音波振動子は、受信したエコー信号を電気信号に変換し、電気信号に変換し
たエコー信号を超音波信号送受信部２６に出力する。
【００３７】
　超音波信号送受信部２６は、超音波振動子３１からの電気信号に変換されたエコー信号
を受信し、受信した電気信号に変換されたエコー信号を信号処理部２７に出力する。
【００３８】
　信号処理部２７は、電気信号に変換されたエコー信号に遅延合成及び座標変換等の処理
を行い、遅延合成及び座標変換等の処理を行ったエコー信号をモニタ１３に出力する。
【００３９】
　モニタ１３は、この遅延合成及び座標変換等の処理が行われたエコー信号を画像として
表示する。
【００４０】
　ここで、記憶部２２に記憶されているテーブルについて説明する。図２は、記憶部に記
憶されているテーブルの例を説明するための説明図である。
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【００４１】
　図２に示すように、テーブル４１には、プローブID及び走査情報に応じた最大電圧閾値
が設定されている。
【００４２】
　プローブIDは、A及びBがあり、プローブIDのAにMode-A、B、C、Dが対応付けられ、プロ
ーブIDのBにMode-E、F、G、Hが対応付けられている。このMode-AはB-モードであり、Mode
-Bはカラーフローモードであり、Mode-Cはパワーフローモードである。Mode-Dは、例えば
、B-モードカラーフローモードまたはパワーフローモードと周波数が異なるモードである
。Mode-E～Hは、それぞれMode-A～Dと同一のモードである。
【００４３】
　テーブル４１には、例えば、プローブIDがA及び走査情報がB-モードの場合、最大電圧
閾値としてVaが対応付けられて設定され、プローブIDがA及び走査情報がカラーフローモ
ードの場合、最大電圧閾値としてVbが対応付けられて設定されている。制御部２３は、超
音波プローブ１２から読み出したプローブID及びユーザI/F２１から入力された走査情報
に基づいて、対応する最大電圧閾値をテーブル４１から読み出し、読み出した最大電圧閾
値を電圧比較部２４に設定する。制御部２３は、例えば、読み出したプローブIDがAかつ
入力された走査情報がB-モードの場合、テーブル４１から最大電圧閾値としてVaを読み出
し、電圧比較部２４に設定する。同様に、制御部２３は、読み出したプローブIDがAかつ
入力された走査情報がパワーフローモードの場合、テーブル４１から最大電圧閾値として
Vcを読み出し、電圧比較部２４に設定する。
【００４４】
　なお、テーブル４１は、超音波プローブ１２の種類として２つのプローブIDを保持して
いるが、３つ以上のプローブIDを保持するようにしてもよい。同様に、テーブル４１は、
１つのプローブIDに対して４つのモードを保持しているが、１つのプローブIDに対して４
つ以上のモードを保持するようにしてもよい。
【００４５】
　ここで、設定情報を制御部２３に入力するユーザI/F２１について説明する。図３は、
ユーザI/Fの例を説明するための説明図である。
【００４６】
　ユーザI/F２１は、ユーザからの設定情報を制御部２３に入力するための操作指示入力
部であり、例えば、キーボードである。
【００４７】
　ユーザI/F２１は、走査情報を変更するためのB-モードボタン５１、カラーフローモー
ドボタン５２及びパワーフローモードボタン５３等と、送信パワーを変更するためのupボ
タン５４及びdownボタン５５と有している。
【００４８】
　術者は、B-モードボタン５１、カラーフローモードボタン５２またはパワーフローモー
ドボタン５３を押すことにより、走査情報を変更し、所望の検査を行うことができる。ま
た、術者は、upボタン５４またはdownボタン５５を押すことより、駆動電圧を高くまたは
低くすることができる。なお、ユーザがupボタン５４を押し続けても、駆動電圧が設定さ
れている最大電圧閾値を超えないように、制御部２３によって駆動電圧が制御される。ユ
ーザは、これらの各ボタンを操作することにより、設定情報、ここでは、走査情報及び送
信パワーを変更することができる。なお、ユーザI/F２１は、キーボードに限定されるこ
とはなく、ユーザからの操作指示を入力できる操作パネルあるいはフットスイッチ等であ
ってもよい。
【００４９】
　ここで、走査情報が変更されたときの過渡応答について説明する。図４は、走査情報が
変更されたときの過渡応答の例を説明するための説明図である。
【００５０】
　図４の例は、Mode-Aから他のモード、ここでは、Mode-Xに変更された場合の過渡応答を
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示している。このMode-Xの最大電圧閾値はVxであり、駆動電圧はVsである。なお、他のモ
ードとしてMode-Xに変更された例を示しているが、Mode-Bに変更された場合、最大電圧閾
値はVxに代わりVbとなる。
【００５１】
　このように、走査情報がMode-AからMode-Xに変更された場合、電源出力の過渡応答によ
り、最大電圧閾値Vx以上の電圧Vpが出力される場合がある。電圧Vpは一時的な電圧値であ
り、所定の時間、ここでは、時間ｔ１が経過すれば、設定された駆動電圧Vsに安定する。
そのため、時間ｔ１間は超音波信号送受信部２６にて超音波送波を一旦停止し、駆動電圧
がVsに安定した後、即ち、駆動電圧が安定する時間ｔ１以降に、超音波の送波を開始する
。なお、駆動電圧がVsに安定するまでの時間ｔ１は短いため、時間ｔ１間は超音波の送波
を行うとともに、電圧比較部２４による比較を停止し、駆動電圧がVsに安定した後、即ち
、駆動電圧が安定する時間ｔ１以降に、電圧比較部２４による比較を開始してもよい。こ
の処理については、後述する図６を用いて詳細に説明する。
【００５２】
　同様に、送信パワーが変更、言い換えると、駆動電圧Vsが変更されたときも、過渡応答
により最大電圧閾値Vx以上の電圧が出力される場合がある。この場合も、時間ｔ１間は超
音波信号送受信部２６にて超音波送波を一旦停止し、駆動電圧が変更された駆動電圧に安
定した後、超音波の送波を開始する。
【００５３】
　この所定の時間である時間ｔ１は、走査情報または送信パワーが変更されたときに、過
渡応答が安定するまでの時間で一番長い時間に設定される。即ち、操作情報がMode-Aから
Mode-Bに変更された場合とMode-AからMode-Cに変更された場合とで、過渡応答が安定する
までの時間が異なる。これらの過渡応答が安定するまでの時間の中で、一番長い時間が所
定の時間である時間ｔ１として設定される。この所定の時間であるｔ１は、記憶部２２に
記憶される。なお、所定の時間は、設定あるいは変更されたプローブIDあるいは設定情報
毎に異なる時間を設定するようにしてもよい。
【００５４】
　次に、このように構成される超音波診断装置１の動作について説明する。　
【００５５】
　図５は、超音波診断装置の動作の例を示すフローチャートである。
【００５６】
　まず、超音波診断装置１の電源がONされる（ステップＳ１）。制御部２３によってプロ
ーブIDの読み出しが可能か否かが判定される（ステップＳ２）。即ち、ここでは、超音波
プローブ１２が本体装置１１に接続された否かが判定されている。プローブIDの読み出し
が可能でない場合、NOとなり、ステップＳ２の判定を繰り返す。一方、プローブIDの読み
出しが可能な場合、YESとなり、プローブID及び設定情報が制御部２３に入力される（ス
テップＳ３）。
【００５７】
　次に、プローブID及び設定情報に基づいて、記憶部２２から最大電圧閾値が読み出され
、電圧比較部２４にセットされる（ステップＳ４）。駆動電圧が送信用電源２５にセット
され（ステップＳ５）、駆動電圧の安定までの待機が行われる（ステップＳ６）。この駆
動電圧の安定までの待機では、上述したように、制御部２３が、所定の時間だけ、超音波
信号送受信部２６に超音波の送波を禁止するゲート信号を出力するとともに、電圧比較部
２４は所定の時間、駆動電圧と最大電圧閾値との比較を行わないようにしている。なお、
上述したように、所定の時間、電圧比較部２４は駆動電圧と最大電圧閾値との比較を行っ
ても、制御部２３において、比較結果に基づく制御を行わず、所定の時間、超音波信号送
受信部２６に超音波の送波を禁止するゲート信号を出力するようにしてもよい。
【００５８】
　次に、所定の時間経過後、駆動電圧が最大電圧閾値より大きい値か否かが判定される（
ステップＳ７）。駆動電圧が最大電圧閾値より大きい値の場合、YESとなり、システムを
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停止する（ステップＳ８）。ここでは、制御部２３からのゲート信号に基づいて、超音波
信号送受信部２６からの駆動パルスが停止されるとともに、超音波の送波ができないこと
を示すメッセージがモニタ１３に表示される。一方、駆動電圧が最大電圧閾値より大きい
値でない場合、NOとなり、超音波の送波が開始される（ステップＳ９）。
【００５９】
　次に、超音波の送波が開始されると、駆動電圧が最大電圧閾値より大きい値か否かが判
定される（ステップＳ１０）。駆動電圧が最大電圧閾値より大きい値の場合、YESとなり
、ステップＳ８に戻り、システムを停止する。一方、駆動電圧が最大電圧閾値より大きい
値でない場合、NOとなり、プローブIDが変更されたか否かが判定される（ステップＳ１１
）。プローブIDが変更された場合、YESとなり、超音波の送波を一旦停止し（ステップＳ
１２）、ステップＳ３に戻る。一方、プローブIDが変更されていない場合、NOとなり、設
定情報が変更されたか否かが判定される（ステップＳ１３）。設定情報が変更された場合
、YESとなり、ステップＳ３に戻る。一方、設定情報が変更されていない場合、終了か否
かが判定される（ステップＳ１４）。終了でない場合、NOとなり、ステップＳ１１に戻り
、上述した処理を繰り返す。一方、終了の場合、YESとなり、処理を終了する。
【００６０】
　以上のように、超音波診断装置１は、超音波振動子情報であるプローブIDあるいは設定
情報が変更されると、ゲート信号を用いて所定の時間だけ超音波送波を停止し、所定の時
間経過後に電圧比較部２４からの比較結果に基づいて、超音波の送波を再開するようにし
た。これにより、プローブIDまたは設定情報が変更され、駆動電圧が変更されることに伴
い、超音波の送波を所定の時間停止できる。この結果、超音波診断装置１は、駆動電圧の
安定後に、駆動電圧と最大電圧閾値との比較を行うため、誤った比較による診断の中断を
少なくすることができる。
【００６１】
　よって、本実施の形態の超音波診断装置によれば、駆動電圧についての誤った判断によ
り、超音波送波が停止することなく、超音波の送波を行うことができる。
【００６２】
　また、超音波診断装置１は、所定の時間経過後も、電圧比較部２４において所定の間隔
で駆動電圧と最大電圧閾値との比較を行うようにしている。この結果、超音波診断装置１
に異常が発生して、駆動電圧が最大電圧閾値より高くなった場合、超音波の送波を停止す
ることができ、超音波振動子３１の温度上昇を回避することができる。
【００６３】
　ここで、上述した、時間ｔ１間は超音波の送波を行うとともに、電圧比較部２４による
比較を停止し、駆動電圧がVsに安定した後、即ち、駆動電圧が安定する時間ｔ１以降に、
電圧比較部２４による比較を開始する処理について説明する。
【００６４】
　図６は、超音波診断装置の動作の例を示すフローチャートである。なお、図６において
、図５と同様の処理については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００６５】
　まず、ステップＳ５において、駆動電圧が送信用電源２５にセットされると、超音波の
送波が開始される（ステップＳ２１）。次に、駆動電圧の安定まで駆動電圧と最大電圧閾
値との比較が停止され（ステップＳ２２）、その後、駆動電圧と最大電圧閾値との比較が
開始される（ステップＳ２３）。ここでは、制御部２３が、駆動電圧の安定、即ち、所定
の時間、駆動電圧と最大電圧閾値との比較を電圧比較部２４に停止させ、所定の時間経過
後、駆動電圧と最大電圧閾値との比較を電圧比較部２４に開始させる。最後に、ステップ
Ｓ７において、駆動電圧が最大電圧閾値より大きい値と判定された場合、システムが停止
され、駆動電圧が最大電圧閾値より大きい値でないと判定された場合、超音波の送波が継
続され（ステップＳ２４）、ステップＳ１０に進み、図６と同様の処理が実行される。
【００６６】
　以上の処理により、超音波診断装置１に異常が発生して、駆動電圧が最大電圧閾値より
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高くなった場合、超音波の送波を停止することができ、超音波振動子３１の温度上昇を回
避することができる。
【００６７】
　なお、本明細書におけるフローチャート中の各ステップは、その性質に反しない限り、
実行順序を変更し、複数同時に実行し、あるいは実行毎に異なった順序で実行してもよい
。
【００６８】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【００６９】
　１…超音波診断装置、１１…本体装置、１２超音波プローブ、１３…モニタ、２１ユー
ザI/F、２２…記憶部、２３…制御部、２３ａ…出力電圧比較制御部、２４…電圧比較部
、２５…送信用電源、２６…超音波信号送受信部、２７…信号処理部、２８…スイッチ、
３１…超音波振動子、４１…テーブル、５１…B-モードボタン、５２…カラーフローモー
ドボタン、５３…パワーフローモードボタン、５４…upボタン、５５…downボタン。

【図１】 【図２】

【図３】
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